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-------------------------------------------------------------------------------------- 

「雇用シェア」の活用と雇用調整助成金の

受給要件 

 

◆異業種間の出向のマッチングを無料で支援 

公益財団法人「産業雇用安定センター」は、

新型コロナウイルス感染症の影響で一時的に雇

用が過剰となった企業（送り出し企業）が人手不

足等で悩む企業（受入れ企業）への出向のマッ

チングを無料で行う「雇用シェア」（在籍型出向

制度）への支援を強化しました。同センターは、６

月から「雇用を守る出向支援プログラム 2020」を

開始し、送り出し企業と受入れ企業の人材ニー

ズに関する情報を収集、状況を把握し、異業種

間の出向支援を行っています。 

 

◆「雇用シェア」の具体的な事例 

例えば、観光客の減少により観光バスの運転

手の雇用維持に苦慮している観光バス会社の

従業員を、従来からの人手不足に加えて、輸送

量や出荷の増加していることからトラック運転手

や倉庫関連の業務の人員確保として出向する

事例や、旅館やホテルの従業員が病院の案内

係として活躍などの事例が挙げられています。 

 

◆雇用調整助成金の受給要件 

厚生労働省は、「雇用シェア」を活用する場合

に雇用調整助成金が受給要件を掲載したリーフ

レットを公開しました。概要は下記のとおりです。 

 

●対象となる出向 

・雇用調整を目的とする出向（経済上の理由

で事業活動の縮小を余儀なくされた事業

主が、雇用の維持を図ることを目的に行う

出向）であること 

・出向後は元の事業所に戻って働くことを予

定していること 

・出向元と出向先が、親子・グループ関係にな

いなど、資本的、経済的・組織的関連性な

どからみて独立性が認められること 

・玉突き雇用・出向（出向元で代わりに労働者

を雇い入れる、出向先で別の人を出向させ

たり離職させる、出向元と出向先で労働者

を交換するなど）を行っていないこと 

 

●助成額 

出向元が出向労働者の賃金（注１）の一部を

負担する場合、以下のいずれか低い額に助成

率（注２）をかけた額を助成。 

イ 出向元の出向労働者の賃金に対する負

担額 

ロ 出向前の通常賃金の１／２の額 

※ただし、8,370 円× 330/365 × 支給対象

期の日数が上限 

（注１）出向労働者に出向前に支払っていた

賃金とおおむね同額を支払うことが必要 

（注２）助成率は、中小企業２／３ 大企業１／

２ 

 

●支給までの流れ 

 ①出向先との契約、労組などとの協定、出向

予定者の同意 

  （契約は、出向元と出向先の間で、期間、処
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遇、賃金額、負担割合などを取り決める） 

 ②計画届の提出、要件の確認 

 ③出向の実施（１か月～１年） 

 ④支給申請、助成金受給 

 

【厚生労働省リーフレット：「雇用シェア」（在籍型

出向制度）を活用して、従業員の雇用を守る企

業を無料支援します！】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000

682586.pdf 

 

 

テレワークセキュリティの実態は？ 

（総務省調査より） 

 

◆急速に普及したテレワークと課題 

今年になって、新型コロナウイルスへの対応と

して、初めてテレワークを導入したという企業も

多いところです。総務省が今年の７～８月に従業

員 10名以上の３万社に実施した調査でも、回答

数 5,433 のうちテレワーク実施企業は 1,569 と

なっています。 

ただ、急場しのぎで始めた企業も多く、テレ

ワークに必要な機材やセキュリティ体制も整わな

いまま実施している企業も多いのではないでしょ

うか。実際に、同調査でも、テレワークの導入に

あたっての課題として「テレワークに必要な機器

の整備」（54.3％）、「セキュリティ確保」（43.1％）

が挙がっています。 

 

◆情報セキュリティ管理体制 

本調査によれば、「情報セキュリティに関する

明確な担当者は存在しない」とする企業が２割も

みられました。また、情報セキュリティの管理体

制等に関する対策の実施状況として、「情報セ

キュリティポリシーの策定」（34.1％）、「定期的な

セキュリティ教育・啓発活動」（32.9％）、「社内情

報の重要度レベルによるファイル等へのアクセ

ス制限」（28.9％）が挙がっています。いずれも３

割程度にとどまっており、対策が十分でない企

業がまだ多いことがわかります。 

 

 

◆サイバー攻撃に関する対策の実施状況 

本調査では、「各種サイバー攻撃に関する対

策の実施状況」として、「セキュリティ対策ソフト

（ウイルス対策ソフト等）が常に最新になるように

指示・設定をしている」（64.4％）、「OS やソフト

ウェアについて最新の状態となるようアップデー

トを指示・設定をしている」（53.6％）、「インター

ネットと社内のネットワークとの間に、ファイア

ウォールを設置している」（47.7％）が続きますが、

セキュリティ対策ソフトが常に最新になるように

指示・設定している企業は約３分の２にとどまっ

ていることがわかります。 

 

◆十分な対策を 

最近は、「ランサムウエア」と呼ばれる身代金

要求型のウイルスによる被害なども多く報告さ

れています。企業がサイバー攻撃を受け、社内

の重要な情報が流出したり、金銭を要求された

りする被害は後を絶ちません。テレワークが普及

する中、セキュリティ対策が不十分な企業は、そ

のような攻撃の格好の餌食となってしまいます。

企業としては真剣に対策を検討したいところです。 

 

 

これからの人材育成戦略 

「リスキリング」 

 

◆「リスキリング」とは 

 「リスキリング（Reskilling／Re-skilling）」という

言葉をご存じですか？ これはもともと「従業員

の職業能力の再開発・再教育」という意味合い

で使われている言葉ですが、近時は、「市場ニー

ズに適合するため、保有している専門性に、新し

い取組みにも順応できるスキルを意図的に獲得

し、自身の専門性を太く、変化に対応できるよう

にする取組み」と位置づけられています。 

 

◆「リスキリング」の有用性 

デジタル化の進展や、コロナウイルスの問題

など、現在、企業には、数多くの変化が生じてい

ます。あらゆる変化に備える必要があり、そのた

めの対策の一環として、従業員の専門性やスキ

ルを柔軟に取り扱う観点から、リスキリングの有
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用性が注目を集めています。たとえば、変化が

生じるたびに、その変化に対応する新しいスキ

ルを持つ人材を雇おうとするのは困難ですが、

従業員がすでに習得しているスキルを再開発し

て底上げすることで対応が可能になれば、既存

の人材で、企業が直面する多種多様な課題に

対応することができ、大変有益です。 

 一方で、日本においては、488 万 4,000 人の労

働者がリスキリングを行う必要があるとされてお

り（IBM の 2019 年調査結果による）、まだまだ取

組みが進んでいない状況が窺えます。 

 

◆「リスキリング」の取組み 

リスキリングに取り組む上では、従業員の能

力や適性を把握して、今後獲得すべきスキルや

キャリアの方向性を決定することが大切です。発

見したスキルギャップを埋めるための学習を繰り

返すことで、従業員のスキルは徐々に底上げさ

れていきます。 

企業にとってもメリットの多いリスキリング。人

材を活用するための戦略の一環として、投資を

検討してみてもよいかもしれません。 

 

 

12 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納

付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付［郵

便局または銀行］ 

 

31 日 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀

行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金

事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用

状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保

険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末

日＞［公共職業安定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第 3期＞

［郵便局または銀行］ 

※都・市町村によっては異なる月の場合が

ある。 

 

本年最後の給料の支払を受ける日の前日まで 

○ 年末調整による源泉徴収所得税の不足額

徴収繰延承認申請書の提出 

［給与の支払者（所轄税務署）］ 

○ 給与所得者の保険料控除申告書、給与所

得者の配偶者控除等申告書、 

住宅借入金等特別控除申告書、給与所得

者の基礎控除申告書、 

所得金額調整控除に係る申告書の提出［給

与の支払者（所轄税務署）］ 

 

 

 


